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22
２－13（19－６）　（オ）

解説　６行目
本問の成年被後見人は当該契約
を取り消すことができる。

本問の成年後見人は当該契約を
取り消すことができる。
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34
２－17（27-４）　（ウ）

解説　２行目
相手方が制限行為能力者であると
誤信したときは,

相手方が行為能力者であると誤信
したときは,
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